
株 主 各 位

第74回定時株主総会

〔交付書面への記載を省略した事項〕
（交付書面省略事項）

会 社 の 体 制 及 び 方 針
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連結計算書類の作成のための基本
となる重要な事項に関する注記
及 び そ の 他 の 注 記
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
重 要 な 会 計 方 針 に 係 る
事 項 に 関 す る 注 記
及 び そ の 他 の 注 記

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

レシップホールディングス株式会社

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた

株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）には記載を省略しております。
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会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制
当社は、会社法第399条の13第２項に従い、取締役会において業務の適正を確保するた

めの体制（いわゆる内部統制システム）の整備方針を次の内容にて決議いたしました。
なお、当社は、2016年６月22日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。それに

伴い、同日の取締役会において、内部統制システムを改定しており、改定後の内容は以下の
とおりであります。
① コンプライアンス体制（取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制）
当社は、反社会的勢力との断絶を明言し、あわせて当社のコンプライアンスに関する方

針を明確に示すため、「法令遵守（コンプライアンス）に関する規定」及び「コンプライ
アンスコード」を制定して、その中において当社の行動憲章・企業倫理の確立姿勢を明確
に打ち出し、社内に徹底する。また、全体を統括する組織として、社長を委員長とする
「コーポレートガバナンス委員会」を設ける。
そして、当委員会活動を中心に、法令抵触の虞に対する事前相談制度を設け、内部通報

窓口を社内及び法律事務所に設置し、実効性を確保する。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、重要文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）については、関連資料とともに
所管部門において、主要会議体の議事録や重要契約書は永久保存するほか、稟議書は７年
間保存するなど、各管理規定の定める所により保管し、閲覧可能な状態を維持する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社はリスク全般管理を進める会議体として、社長を委員長とする「コーポレートガバ

ナンス委員会」を設ける。また、製品面・環境面・安全面等のリスクに対応するため、各
種委員会を設置し、担当部門が専門的見地から対策・リスク管理を関連規定に則り実施す
る。
更に、緊急時には、機動的に活動を行う「警防団」・「緊急措置対策会議」・「大規模震災

対策本部」を設置する。なお、これらの活動を有効・適切に行える様に、「危機管理マニ
ュアル」を整備する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
（A）当社は、取締役会を最低月１回以上として年間スケジュールで予め開催日を設定し、
これを前提に執務を励行する。

（B）当社は、業務の合理化・意思決定の早期化のため、業務の電子化を徹底する。
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（C）当社は、業務遂行・意思決定のプロセスとして取締役会決議のほか稟議手続制度をと
る。

（D）取締役の行動予定は、電子スケジューラで開示し、相互に行動・予定を確認できる。
⑤ レシップグループにおける業務の適正を確保するための体制
（A）当社は、コンプライアンス体制及び損失の危険の管理に関する体制は、関係会社を含
むグループ全体に適用するとともに当該規定等の整備に努める。

（B）関係会社と一体となった会議体を開催し、細部に亘る情報収集に努めるとともに子会
社に対し定期的な報告を義務付け、業務を監督する。

（C）当社の各部門は、当該担当機能に関しては、当社内のみならず、当社グループ会社の
当該機能を統括するとの自覚と認識を共有し、各子会社のコンプライアンス体制の整備
についても協力・推進する。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人と当該使用人の監査等委員以外の取締役からの
独立性
（A）監査等委員会の職務は、内部監査室の使用人がこれを補助する。
（B）監査等委員会より監査等委員会の職務に必要な命令を受けた内部監査室の使用人は、
当該命令に関して、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとする。

（C）監査等委員会の補助業務を担当する内部監査室の使用人の人事評価及び異動について
は、監査等委員以外の取締役からの独立性を確保するために、監査等委員会の同意を必
要とする。

⑦ 監査等委員会への報告体制
（A）取締役は、レシップグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発
見したときは、監査等委員会に報告する。取締役の不正行為、法令・定款違反行為につ
いても同様とする。

（B）レシップグループの役職員は監査等委員会から業務執行に関する報告を求められたと
きは、速やかに適切な報告を行う。監査等委員会の要望に応じて、主要な会議の議事
録、稟議書、主要資料・電子メールの内容を開示する。

（C）当社は、レシップグループの監査等委員会へ報告を行った役職員に対し、当該報告を
行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨をレシップグルー
プの役職員に周知徹底する。

⑧ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（A）監査等委員会は、監査等委員または監査等委員会の職務を補助すべき使用人を経営会
議その他のレシップグループの重要な会議に出席させ、事業の遂行状況及び内部統制の
実施状況を監視する。
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（B）監査等委員は、業務遂行上必要と認めるときは、公認会計士等外部専門家への業務委
託はもとより、その他調査に必要な依頼等についても会社費用にて行うことができる。

（C）監査等委員会は、業務遂行上必要と認めるときは、各業務担当部門長との会合を持
ち、また、内部監査員・会計監査人との連携体制を構築する。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
社会的責任及び企業防衛の観点から、当社グループは反社会的勢力との断絶を明言す

る。そして、社内に対応を統括する組織を設け、社外の専門家や行政機関、近隣企業等と
の情報交換を積極的に行い、社内への対応方法などの周知・徹底を図ることとする。ま
た、新規の取引先に対しては、反社会的勢力でないことの確認を行うこととし、契約書・
社内マニュアルを整備する。なお、反社会的勢力であると判明した時点、あるいはその疑
いが生じた時点で、速やかに関係を解消するものとする。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記（1）に掲げた内部統制システムの適正な運用を確保するため、重要な事項

については、取締役会に加え、経営会議、社内重要会議での検討に基づき意思決定すること
を徹底しております。構成員は取締役及びグループ各社の部門長等各部門の責任者としてお
ります。これら構成員は、グループ全体の意見・問題点等を網羅的に把握し、取締役会の意
思決定機能をサポートする体制を構築するように努めております。また、監査等委員会は、
監査計画に基づき監査を実施するとともに、グループ各社の懸案事項及び事業等のリスク等
について、内部監査員との連携により毎月報告を受けるほか、定期的に監査法人との会合を
行っております。

（3）株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はございません。

（4）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益の還元を重要な課題のひとつとして位置づけており、財

務体質の強化にも意を用いながら、継続的、かつ安定的な利益還元に努めることを基本方針
としております。
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連結株主資本等変動計算書
（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,718,223 1,747,974 6,939,698 △226,107 10,179,788

当期変動額

剰余金の配当 △313,554 △313,554
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,177,940 1,177,940

自己株式の処分 3,235 38,267 41,502

自己株式の取得 △81 △81
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 − 3,235 864,385 38,185 905,806

当期末残高 1,718,223 1,751,209 7,804,084 △187,922 11,085,595
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その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利
益 累 計 額 合 計

当期首残高 224,801 △304,246 △79,444 10,100,344

当期変動額

剰余金の配当 △313,554
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,177,940

自己株式の処分 41,502

自己株式の取得 △81
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 116,512 △145,172 △28,659 △28,659

当期変動額合計 116,512 △145,172 △28,659 877,146

当期末残高 341,314 △449,419 △108,104 10,977,490
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Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 ７社
・レシップ株式会社
・レシップエンジニアリング株式会社
・レシップ電子株式会社
・LECIP INC.
・LECIP(SINGAPORE)PTE LTD
・LECIP ARCONTIA AB
・LECIP THAI CO.,LTD.

（2）主要な非連結子会社の名称等
・レシップデジタルサイネージ株式会社

（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼし
ていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社（レシップデジタルサイネージ株式会社）は、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が連結計算書類に及ぼ
す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外し
ております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった、LECIP THAI CO., LTD.につい

ては同日現在の計算書類を使用し連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結
上必要な調整を行っておりましたが、同社が解散決議を行い決算日を7月18日に変更した
ことに伴い、当連結会計年度より、連結決算日に仮決算を行う方法に変更しております。
当連結会計年度は2025年1月1日から2026年3月31日までの15か月間を連結しておりま
す。その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と同一であります。
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4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

ａ．有価証券
① その他有価証券

市場価格のない
株式等以外のもの ：時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

市場価格のない
株式等 ：移動平均法による原価法

ｂ．棚卸資産
① 製品及び仕掛品 ：主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 商品及び原材料 ：主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
③ 貯 蔵 品 ：最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

ａ．有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は定率法を採用し、在外連結子会社は定額法を採用して

おります。
ただし、当社及び国内連結子会社において1998年４月１日以降に取得した建物、

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。

ｂ．無形固定資産（リース資産を除く）
ソフトウェア（自社利用）
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ｃ．リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）重要な引当金の計上基準
ａ．貸倒引当金

当社及び一部の連結子会社は、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ｂ．賞与引当金
当社及び一部の連結子会社は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。
ｃ．製品保証引当金

一部の連結子会社は、保証期間内に発生する無償修理に対する支出に備えるた
め、無償修理費の見積額を計上しております。

ｄ．役員報酬ＢＩＰ信託引当金
役員及び執行役員に対する将来の当社株式の給付に備えるため、株式交付規定に

基づき、役員及び執行役員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を
基礎として計上しております。

ｅ．受注損失引当金
一部の連結子会社は、受注契約に係る将来の損失に備えるため、受注契約に係る

損失見込額を計上しております。
ｆ．子会社清算損失引当金

子会社の清算に伴う損失に備えるため、清算結了までに発生する諸費用に対して
見積もった額を計上しております。
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（4）重要な収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収

益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26
日）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。主要な事
業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、以下に記載
のとおりです。
収益を認識するにあたっては、当社グループが主な事業としている輸送機器事業及び

産業機器事業における製品の販売、サービス業務及びその他の販売について、顧客との
契約に基づき履行義務を識別しており、通常は下記の時点で当社グループの履行義務を
充足すると判断し収益を認識しています。

① 製品の販売に係る収益
製品の販売については、顧客との契約の中で当社グループが据付の義務を負う製

品は機器が顧客の指定場所に据え付けられ、顧客に検収された時点、また、顧客と
の契約の中で当社グループが据付の義務を負わない製品は顧客に検収された時点
に、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該
時点において収益を認識しています。
なお、据付の義務を負わない製品については、出荷時から製品の支配が顧客に移

転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点において収益を認識
しています。
これらの製品の販売による収益は、顧客との契約に係る取引価格で測定していま

す。また、取引の対価は履行義務を充足してから主として１ヶ月以内に受領してお
り、重要な金融要素は含んでいませんが、一部の海外子会社については履行義務の
充足時点から対価の受領までの期間が1年超にわたるものがあり、関連する市場金
利が相当程度高く、金融要素に対する影響が大きいと考えられる場合、重要な金融
要素を含んでいると判断し、重要な金融要素である金利相当額を決済期日までの期
間に応じて損益に配分することとしております。

② サービス及びその他の販売に係る収益
サービス及びその他の販売に係る収益には、主に製品に関連した保証・修理・保

守、移設などの業務に係る収益が含まれ、履行義務が一時点で充足される場合には
サービス提供完了時点において、一定期間にわたり充足される場合にはサービス提
供期間にわたり定額で、又は進捗度に応じて収益を認識しています。
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（5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、各社の決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

（6）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
ａ．グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

ｂ．グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
当社及び国内連結子会社は、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理

及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関
する取扱い」（実務対応報告第42号）に従っております。

ｃ．重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

当社グループの為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は、
振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……為替予約
ヘッジ対象……相場変動等による損失の可能性がある外貨建金銭債権債務

③ ヘッジ方針
外貨建売掛金及び買掛金残高の範囲に限定しており、ヘッジ対象にかかわる

為替相場変動リスクのヘッジを行っております。
④ ヘッジ有効性評価の方法

当社グループの利用するヘッジ手段（為替予約取引）は、ヘッジ対象の残高
の範囲内で同一通貨、同一期日のため、高い有効性があると判断しておりま
す。
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Ⅱ．会計上の見積りに関する注記
（受注損失引当金）

① 当連結会計年度計上額
科目 金額

受注損失引当金 1,310,429千円
② その他見積りの内容に関する理解に資する情報
見積りの算出方法
受注契約に係る将来の損失に備えるため、受注案件のうち、将来に損失の発生が見込

まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積可能なものについて、受注損失引当金として計
上しており、見積原価総額が受注収益総額を超過した額を損失見積額としております。

見積りの算出に用いた仮定
見積原価総額は、顧客からの受注仕様情報に基づき、当社見積原価基準に従い、過

去の類似案件を参考に算定しております。

翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響額
見積原価総額は、案件が完成するまでの仕様変更等の影響を受けることによる見積

要素の変動が生じるといった不確実性を伴っております。

Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産
有形固定資産
建物及び構築物 658,580千円
土 地 82,980千円

計 741,560千円
② 担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 248,628千円
長期借入金 216,665千円
（極度額） （530,000千円）

（2）有形固定資産の減価償却累計額 7,278,437千円
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Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び株数

普通株式 15,891,500株
（2）配当に関する事項

① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の
総額（千円）

１株当たり
配当金（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年５月９日
取 締 役 会 普通株式 313,554 20.0 2025年３月31日 2025年６月10日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度
となるもの
2026年５月11日の取締役会において、普通株式の配当に関する事項を次のとお

り決議しております。
ａ．配当金の総額 378,525千円
ｂ．１株当たり配当額 24.0円
ｃ．基準日 2026年３月31日
ｄ．効力発生日 2026年６月８日
なお、配当原資については、利益剰余金であります。
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Ⅴ．金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借
入により資金を調達しております。
売掛金に係る顧客の信用リスクは、信用販売取引管理規定に沿ってリスク低減を図ってお

ります。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を
行っています。
外貨建ての営業債権債務について、回収までの期間が長期化するものについては、先物為

替予約を利用して、市場リスクをヘッジしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額98,154千円）は、「投資有価証券」には
含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、未収還付法人税
等、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、未払法人税等は短期間で決
済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額
（1）売掛金 4,764,073 4,764,073 −
（2）投資有価証券 831,251 831,251 −

資産計 5,595,325 5,595,325 −
（1）長期借入金

（１年内返済を含む） 867,681 863,085 △4,595
（2）リース債務

（１年内返済を含む） 447,179 451,193 4,013

負債計 1,314,860 1,314,279 △581
デリバティブ取引（注１） (8,941) (8,941) −
（注）１．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項

目については（ ）で示しております。
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお
いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す
る相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン
プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時
価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 （単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券

株式 831,251 − − 831,251
資産計 831,251 − − 831,251
デリバティブ取引

通貨関連 − 8,941 − 8,941
負債計 − 8,941 − 8,941
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（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 （単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
売掛金 − 4,764,073 − 4,764,073
資産計 − 4,764,073 − 4,764,073
長期借入金 − 863,085 − 863,085
リース債務 − 451,193 − 451,193
負債計 − 1,314,279 − 1,314,279
（注）１．時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

売掛金
売掛金の時価は、一定の期間ごとに分離し、市場金利等を加味した利率で割り引いた現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引
為替予約の時価は、取引金融機関から提示された価格を用いて評価しており、レベル２の時価に分類
しております。

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引
現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（注）２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額 （単位：千円）
１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 4,383,854 − − −

受取手形 121,599 − − −

売掛金 4,501,565 262,508 − −

合計 9,007,019 262,508 − −
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（注）３．長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額 （単位：千円）

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短期借入金 40,000 − − − − −

長期借入金 484,698 271,112 111,871 − − −

リース債務 103,430 90,468 78,070 75,140 65,599 34,469

合計 628,128 361,580 189,941 75,140 65,599 34,469

Ⅵ．賃貸等不動産に関する注記
1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、岐阜県岐阜市において、賃貸用の施設（土地を含む）を所有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価
23,248 334,000

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注）２．当連結会計年度末の時価は収益価格に基づく金額であります。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 709円55銭
１株当たり当期純利益 76円32銭
（注）「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」の算定上の基礎となる自己株式数には、役員

報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を含めております。
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Ⅷ．収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

その他（注） 合 計
輸送機器事業 産業機器事業

（エネルギーマネジメ
ントシステム事業）

顧客との契約から生じる収益
バス市場 15,010,691 − − 15,010,691
鉄道市場 3,974,482 − − 3,974,482
自動車市場 1,049,748 − − 1,049,748
電源ソリューション市場 − 2,499,937 − 2,499,937
EMS市場 − 1,326,024 − 1,326,024
計 20,034,922 3,825,961 − 23,860,884
その他の収益 − − 37,328 37,328
外部顧客への売上高 20,034,922 3,825,961 37,328 23,898,213
（注）「その他」の区分は、主として不動産賃貸事業であります。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 ４．会計方針に

関する事項（4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

1. 契約残高
以下は、当社グループにおける契約残高の内訳であります。

（単位：千円）
当連結会計年度期首
（2025年４月１日）

当連結会計年度末
（2026年３月31日）

顧客との契約から生じた債権
受取手形 356,329 121,599
売掛金 5,607,752 4,764,073

契約負債 2,305,511 2,822,180
契約負債は主に顧客からの前受金及び前受収益に関するものであり、連結貸借対照表において、

流動負債の「前受金」および「その他」、固定負債の「その他」に含まれています。当連結会計年度
に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は820,752千円です。契
約負債の増減は、主として前受金及び前受収益の受取り（契約負債の増加）と、収益認識（同、減
少）により生じたものであります。

2. 残存履行義務に配分した取引価格
当社および連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務

上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に
含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額および収益の認識が見込ま
れる期間、以下のとおりであります。

（単位：千円）
当連結会計年度

１年以内 6,845,159
１年超２年以内 1,439,160
２年超３年以内 508,240
３年超 257,182
合計 9,049,740
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Ⅸ．減損損失に関する注記
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上し

ました。
場所 用途 種類

スウェーデン 輸送機器事業 建設仮勘定
当社グループは、原則として事業用資産については継続的に損益の把握が行われている事

業単位を基準としてグルーピングを行っており、賃貸資産及び遊休資産については個別資産
ごとにグルーピングを行っております。
当連結会計年度について、LECIP ARCONTIA ABの輸送機器事業における事業損益が継

続的に悪化していることにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損
失（21,915千円）として特別損失に計上いたしました。
当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、減損対象資産すべ

てについて、正味売却価額を零として評価しております。
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Ⅹ．重要な後発事象に関する注記
（自己株式の取得）
当社は、2026年５月19日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による

定款の定めに基づく自己株式の取得につきまして、以下のとおり決議いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由
当社は、2027年３月期を最終年度とする中期経営計画（RT2026）において、事業の成

長投資を推進するとともに、資本コストや株価を意識した経営の実現を重要な経営課題と位
置づけております。
この方針のもと、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と株主還元の強化を

図りつつ、また役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬の自己株式処分等に備え、
2026年５月19日開催の取締役会において自己株式の取得を決議いたしました。
なお、今回の自己株式取得は、2025年５月26日付「資本コストや株価を意識した経営の

実現に向けた対応について」にて公表いたしました株主還元方針を具体化する施策の一環で
ございます。

(2) 取得に係る事項の内容
取得対象株式の種類 当社普通株式

取得し得る株式の総数 250,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1,59％）

株式の取得価格の総額 150,000,000円（上限）
取得期間 2026年５月19日〜2027年３月23日（予定）
取得方法 東京証券取引所における市場買付
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株主資本等変動計算書
（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

（単位：千円）
株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資
本剰余金

資本剰余
金 合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計圧縮記帳

積 立 金 別途積立金 繰越利益
剰 余 金

当期首残高 1,718,223 1,701,985 68,781 1,770,766 63,125 4,034 215,000 972,837 1,254,996

当期変動額

剰余金の配当 △313,554 △313,554

当期純利益 689,851 689,851

自己株式の処分 3,235 3,235

自己株式の取得

圧縮記帳積立金の取崩 △816 816 −

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 − − 3,235 3,235 − △816 − 377,112 376,296

当期末残高 1,718,223 1,701,985 72,016 1,774,002 63,125 3,217 215,000 1,349,950 1,631,292
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株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金

当期首残高 △226,107 4,517,878 224,801 4,742,680

当期変動額

剰余金の配当 △313,554 △313,554

当期純利益 689,851 689,851

自己株式の処分 38,267 41,502 41,502

自己株式の取得 △81 △81 △81

圧縮記帳積立金の取崩 − −

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 116,512 116,512

当期変動額合計 38,185 417,717 116,512 534,230

当期末残高 △187,922 4,935,595 341,314 5,276,910
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Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券
① 子会社株式 ：移動平均法による原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの：時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す）

市場価格のない株式等 ：移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物、2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。

（2）無形固定資産(リース資産を除く）
定額法を採用しております。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しており

ます。
（3）役員報酬BIP信託引当金

役員及び執行役員に対する将来の当社株式の給付に備えるため、株式交付規定に基づ
き、役員及び執行役員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を基礎とし
て計上しております。
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4. 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、不動産賃貸料並びに子会社からの経営指導料及び受取配当金となります。

このうち、経営指導料については、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが
履行義務であり、業務が実際に行われた時点で当社の履行義務が充足されることから、当該
時点で収益を認識しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（2）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用
当社は、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告
第42号）に従っております。

Ⅱ．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産
有形固定資産
建 物 658,580千円
土 地 82,980千円

計 741,560千円
② 担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 248,628千円
長期借入金 216,665千円
（極度額） （530,000千円）
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（2）有形固定資産の減価償却累計額 2,713,184千円
（3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 209,848千円
短期金銭債務 6,738千円

（4）取締役に対する金銭債権及び金銭債務
金銭債務 120,600千円

(5) 保証債務
関係会社に対し次の通り契約履行保証を行っております。

LECIP INC. 2,425,371千円

Ⅲ．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
① 営業取引

営業収益 1,762,036千円
賃貸収入原価 29,400千円

② 営業取引以外の取引高 121,351千円

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 420,529株
（注）自己株式数には日本マスタートラスト信託銀行株式会社所有の役員報酬ＢＩＰ信託口300,920株

を含めて記載しております。

Ⅴ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、会社分割による差異、減価償却超過額、賞与引当金の否

認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金であります。
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Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記
（単位：千円）

種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社
レシップ㈱ 所有 直接

100.0％
業務受託料
の受取
土地・建物
の賃貸
役員兼任
債務被保証

業務受託料
（注）１ 940,104

不動産賃貸料
（注）１ 139,656 未収入金 98,978
資金の借入
（注）５ 1,039,510

短期借入金 2,133,405支払利息
（注）２ 15,636

当社金融機関
借入に対する
債務被保証
（注）３

169,055 ― ―

レシップ電子
㈱

所有 直接
100.0％

役員兼任 資金の貸付
（注）５ △604,171

短期貸付金 321,683受取利息
（注）２ 6,437

レシップエン
ジニアリング
㈱

所有 直接
100.0％

役員兼任 資金の借入
（注）５ 132,089

短期借入金 424,765支払利息
（注）２ 3,793
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種 類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 LECIP INC. 所有 直接
100.0％

役員兼任
資金援助

資金の貸付
（注）５ △201,096 短期貸付金

（注）６ 3,357,480受取利息
（注）２ 91,222

債務保証
（注) ４ 2,425,371 ー ー

L E C I P
ARCONTIA AB

所有 直接
100.0％ 資金援助 増資の引受 159,620 ─ ―

L E C I P
（SINGAPORE）
PTE LTD

所有 直接
100.0％

債務保証
資金援助 受取保証料

（注）４ ─ ─ ―

LECIP THAI
CO.,LTD.

所有 直接
99.9％
（注）8

資金援助 資金の貸付
（注）5 △167,200 短期貸付金

(注) 7
―

受取利息
（注）2 772

増資の引受 154,980 ─ ─

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１ 当社の採算性を考慮した双方協議により決定した金額であります。

２ 金融機関と同様の取引条件で行った場合に想定される利率を適用しております。
３ 当社は金融機関借入に対して、レシップ㈱より債務保証を受けております。
４ 当社はLECIP INCに対して、契約履行保証を行っております。

また、LECIP（SINGAPORE）PTE LTDの金融機関借入に対して債務保証をしており、年率0.2
％の保証料を受領しております。

５ 取引金額には、当事業年度における増減額（△は減少）を記載しております。
６ 当社はLECIP INC.への資金の貸付に対し、貸倒引当金2,960,938千円を計上しており、当事業

年度において貸倒引当金繰入額△28,101千円を計上しております。
7 当社はLECIP THAI CO.,LTD.へ当事業年度において、貸倒引当金戻入額131,960千円を計上し

ております。
８ 当社の議決権等の所有（被所有）割合は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 341円08銭
１株当たり当期純利益 44円70銭
（注）「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」の算定上の基礎となる自己株式数には、役員報

酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を含めております。

Ⅷ．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 4. 収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。

Ⅸ．重要な後発事象に関する注記
（自己株式の取得）
連結注記表「Ⅹ.重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記

を省略しております。
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